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は　じ　め　に

　ソ連邦の崩壊と旧ソ連 ・東欧諸国の市場経済への移行はマルクス経済学に大きな衝撃を与えた 。

国家的所有を軸とした計画経済というマルクス経済学が到達目標と考えてきた社会主義像が破綻

をきたしたことが，マルクス経済学の理論体系を大きく揺さぶ ったのである 。マルクス経済学の

理論体系といっ ても必ずしも唯一の確固とした体系が承認されていたわけではないが，危機ない

しなんらかの矛盾の激化から資本主義の改革や杜会主義への移行の必要性を論じるという手法が

一般的であ ったように思われる 。そして，マルクス経清学の理論体系はこのような変革の道筋と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
表裏一体のものとして組み立てられてきたのである 。

　その結果，ソ連 ・東欧諸国の大転換は，資本主義諸国の将来の理想像と ，そこへの到達プロセ

スについて再検討を要求するとともに，現行資本王義社会の変革の順序とそれに見合 った経済学

的分析の順序の再検討を要求しているといえよう 。

　ソ連 ・東欧諸国の大転換は従来ともすれば「杜会主義の本質」と考えられてきた「国家的所有

を基礎とした計画経済」というシステムが絶対的なものではなく ，ｒ理想とする目標」を達成す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６３）
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るための手段にすぎなかったことを鮮明にした。それではそのｒ理想とする目標」とは何であ っ

たのであろうか 。

　近代ヨーロッパの思想史の大きな流れをなしてきたのは「自由と平等」の思想であ った。この

思想は遠くはルネ ッサンスに始まり啓蒙思想，社会主義思想へと受け継がれて行くとともに，フ

ランス革命では「自由 ・平等 ・友愛」のスローガンとなっ て現実の世界を動かしたのである 。社

会主義思想はともすると『共産党宣言』で定式化された運動上の目標をもっ てその本質と解され

るきらいがあ ったが，その根源の部分は「自由と平等」の思想である 。したがって，ソ連 ・東欧

諸国の大転換を経験した今の時点でも ，「自由と平等」の実質化を追求することが重要なのであ

って，市場メカニスムか計画原理かの選択は依然として，とりわけ将来的には大きな意味を持つ

ものの，いついかなる時でも絶対的 ・根源的なものというのではない 。

　社会主義思想をこのようなものとして理解した場合，「自由と平等」の思想の出発点にもなり ，

また後の社会主義思想にも ，そしてまた現実のソ連型社会主義にも大きな影響を与えたと思われ

るトマス ・モアの『ユートピア』における「自由と平等」の取扱い方を検討することは有意義な

ことと考えられる 。なぜなら筆者には『ユートピア』におけるｒ自由と平等」の取扱い方の不十

分さが一種の「のろい」のようにソ連型社会主義に影を落としているように思えてならないから

である 。

　この小論ではトマス ・モアの『ユートピア』における「自由」と「平等」についての問題点 ，

および社会主義者の中でのモア解釈の不十分さ ，さらには最近の「自由」と「平等」についての

諸見解を検討するとともに，資本主義社会の今の状況の中でこの「自由」と「平等」理念をどの

ように具体化するかについて検討を試みたいと考えている。この最後の部分については当然現在

の資本主義社会の現状分析が要求されることになるが，この点については，今の時点で想定し得

る当面の具体的課題の指摘にとどめざるを得ないであろう 。大きく再検討を余儀なくされている

マルクス経済学の領域においては，今までの諸論議の精綴化は必要ではあるが，それにもまして

「自由と平等」の社会の実現をめざした大きなグランドデザインの検討こそが要求されているの

ではないだろうか 。

　ところで，モアの『ユートピア』における「自由」と「平等」の取扱い方の検討に移る前に ，

両概念の関係を　通り考察しておくことが便利であろう 。

　実のところｒ自由」とｒ平等」とは単純明快なように見えても ，その現実化となるとそれほど

やさしいものではない。なぜならこの二つの要因は相互に依存する側面と ，他方で相互に制約す

る側面とを合わせもっ ているからである 。最初に断っておかなければならないのは，ここで我々

が問題とする「自由」も「平等」も ，観念的に想定し得る「絶対的自由」でもなければ「絶対的

平等」でもなく ，現実の歴史の中の諸関係によっ て制約を受けたものでしかありえない，という

ことである 。このように考えた場合，「自由」と「平等」との関係は以下のようなものになるだ

ろう
。

　ｒ自由」とｒ平等」との関係はさしあたり次のような外観を呈する 。

　　¢　「自由」は「平等」を則提として成り立つ　　不平等が存在する場合，強者はたしかに

　　　さしあたり「自由」であるけれども ，弱者にとっ ては「自由」は制約される 。

　　　　「平等」は「自由」を削提として成り立つ　　 「自由」が制約された場合，「平等」は保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６４）
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　　　障されない 。

　　　　「自由」は「平等」を制約する……まっ たくの「自由」は格差を生み，やがて「平等」

　　　を掘り崩す 。

　　＠　「平等」は「自由」を制約する……　「平等」を追求するためには「自由」に対して一定

　　　の制約を課すことが必要となる 。

　このような「自由」とｒ平等」との関係は一見たいへん分かりやすいように見える 。しかし ，

この４つの命題はもう少し掘り下げた検討を必要とする 。というのはこの４つの命題は我々が直

面している現実の社会を念頭において定式化したものであり ，その前提には「不平等」の存在が

置かれているからである 。例えば　の「『自由』が制約された場合，『平等』は保障されない」と

いう説明の「『自由』が制約された場合」というのは，全員の「自由」が「平等」に制約を受け

るのではなく一部の者の「自由」が他の者よりいっ そう強く制約を受けることを念頭においてい

る。 しかしこの「一部の者の『自由』が他の者よりいっ そう強く制約を受ける」こと自体が実は

「不平等」そのものであろう 。したがって　がいっ ていることは「『不平等』があ っては『平等』

は成り立たない」という同義反復にすぎないのである 。また＠についても同じようなことが考え

られる 。「『平等』を追求するためには『自由』に対して一定の制約を課すことが必要となる」と

いう命題も ，それが実質的意味を持つのは「強者に対して一定の『自由』の制約が必要」という

ことであ って，このことも「強者の存在」という「不平等」を則提にしているのである 。「絶対

的自由」というものが存在しないのであれば，「自由が制約される」のは世の習いであり ，この

「自由の制約」は「平等な者同士が平等に制約を受ける」のであれば，別段問題とするほどのこ

とではない。「平等でない者」の存在こそがこの命題を必要としているのであり ，それは現実の

社会の反映に他ならない 。

　「自由」と「平等」の関係をこのように考えた場合，キー概念は「平等」にある 。つまり ，平

等な社会においては「自由」と「平等」との関係は排他的なものではない。そこでは両概念のき

わめて「麗しき調和」が成り立ち得るのであ季 。ただし，　についてはなんともいい難いところ

があり ，注意を要する 。これは人類の歴史でいえばきわめて初期の，小さな格差が階級社会へと

拡大再生産される課程を意味するが，このことが「平等社会」で果たす役割は軽視すべきではな

い。 いずれにしても「自由」と「平等」との関係は固定的なものではない。マルクスが想定した

究極の共産主義社会においては両者は同一のものに融合してしまうであろう 。そこまでの長い過

程の問，両概念は一面では相互に促進し他方では反発しつつ，その関係をも作り変えながら進行

するのであろう 。

　以上のような「自由」と「平等」との関係を念頭に置いて，つぎにトマス ・モア『ユ ートピ

ア』における両概念の取扱い方の検討に移ろう 。

１）杉本昭七『現代帝国主義の理論』（青木書店，１９６８年）第三章補論Ｉ参照 。

（４６５）
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第１章　トマス ・モア『ユートピア』における

　　　「自由」と「平等」の取扱い方の特徴

　第１節　ユートピア島の概略紹介

　トマス ・モア『ユートピア』は名前だけはあまりにも有名な割に，その内容となると案外知ら

れていない。ここではまずその概略を紹介しよう 。この著書は１５１６年にラテン語で出版された後 ，

翌年にはパリ ，次いでヨーロッパ大陸へとあ っという問に拡がった，まさに時宜を得た出版であ

った。この書物は全体が２巻から構成されていて，第一巻では，この著書の出版の意図がその時

代背景とともに説明されており ，第二巻では，ｒユ ートピァ」というｒ理想郷」を提示すること

によって，当時のイギリス社会に対する厳しい批判が展開されている 。

　第一巻はｒ国家の最善の状態についてのラファェル ・ヒスロディの物語」と題されていて，モ

ァが国王ヘンリー八世の使節としてカスティリァ王の所へ交渉に行 った時，アントワープで知り

合っ た土地の名士ピーター・ ジャイルズの知人ラファェル ・ヒスロディ（おしゃべり屋という意

味）の体験談としてユートピア島が紹介され，そのヒスロディの口を通じて当時のイギリス社会

の基本的問題の所在が示されている 。

　政治の仕組みについては，「国王は理にかなっ た側近の言葉に耳を貸さないし，国王のとりま

き連中もそれを許さないので，自分は仕官しない」として，国王による専制支配を批判するが，

次の第二巻ではそれに代わるものとして議会制政治が提起される 。

　『ユートピア』がおもしろいのは，批判の対象を政治制度や国王の政治姿勢に限定しないで ，

その基礎になっ ている経済の仕組みにまで踏み込んで検討していることである 。当時のイギリス

社会では，貴族の小作料つり上げ，囲い込みによる土地のとりあげ，戦争が原因となっ て， 農民

の放浪 ・窃盗 ・殺人といっ た社会不安が激増し，大量の絞首刑が執行される状況にあ った。これ

に対し，当時もっとも安直な方法として取られていた「刑の強化」ではなく ，根本的な世直しと

して「私有財産制の廃止」を提起しているところが『ユートピア』の核心部分である 。

　第二巻ではユートピア島が詳しく紹介される 。

　第１章「国家の最善の状態についてのラファエル ・ヒスロティの話。ユ ートピアの叙述，なら

びに同島のよき政治，よき法律制度についての詳細な解明を含む」ではユートピアの概略が紹介

される。場所は赤道直下の砂漢を突 っ切 った所の気侯の温和な地，国の大きさは２００マイル×

５００マイルの新月状の島で防衛に適した自然環境をもっ ている 。ユ ートパス王の征服後国土造り

に取り組み１７６０年の歴史を持つ。現況は，２４マイル間隔で造られた５４の都市，単一言語，同一の

生活様式 ・制度 ・法律を持ち ，首都はアモーロート市で，各都市は周囲に２０マイルの土地を持 っ

ており ，農場住宅は大家族制（主人 ・主婦と４０名の家族，２名の奴隷）で，２０名ずつ毎年都市と農村

を交替する 。３０戸ことに家族長を置き代官の仕事をする 。平和主義のため馬ではなく牛で耕作し ，

必要量以上の種を蒔き ，収穫には都市住民の応援をえる 。

　第２章「都市，特にアモーロート市について」では，丘の中腹にあり ，大きさは縦横各２マイ

ル， ６０マイル先で海に注ぐアイナダ河に沿って立地し，城壁で囲まれた都市，という首都アモー

ロート市の特徴が説明されるとともに，ユートピアの基本をなす共有制社会の特徴が説明される 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６６）
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それによると ，どの家も入り口は２つで，私有物がないので鍵はない。家そのものも共有で，１０

年に一度抽選で取り替え，庭を大切にし，３階建 ・ガラス窓を持 っているという 。

　第３章「役人について」では，代議制度の仕組みが説明される 。３０戸ごとの家族長，１０家族長

ごとの主族長という代議制度の基礎組織と ，一般人によっ て４つの区から選ばれた４人の侯補の

中から２００名の家族長により選出という市長（終身職）選挙の仕組み，滅多に更迭はないものの毎

年実施される王族長の選挙の仕組み，任期１年というその他の役人の任期制，が説明され，さら

にきわめて特徴的な市会の開催方法が説明される 。市会は主族長 ・市長で構成され，３日ごとに

開催，議題は３日審議の後採択される 。一般選挙場または市議会以外での政治協議は禁止（死

刑）され，選挙場で主族長が家族長に説明，それを家族で協議した後，市会へ返すという民主主

義の手法が説明されるが，市会では熟慮のうえ討論するために，議案提案日にはその議案を討議

しないという 。

　第４章「知識，技術および職業について」ではユートピアの生産活動の概略が説明される 。農

業は全員が熟知しているが，農業以外に毛織，亜麻織，石工，鍛冶，大工等もう一つの技術を身

につける 。衣服は全島同じ（男女，未 ・既婚の別あり ，自家製）で，７年もつ革の仕事着，羊毛の

生地のままの上着とする 。仕事は男女で別，男子は別の仕事もあり得るものの大体父の仕事を受

け継ぐ。家族長は怠けと酷使の監視を任務とする 。全員労働の１日６時間労働，８時より８時問

就寝，早朝の講義を含めて空き時問は有益な知識の習得に使う 。夕食後，音楽や高尚な話，知的

ゲーム等の１時問の団らん時問を持つ。物資の耐久性向上と労働節約のために手際のよい修繕を

実施し，それにより節約された時間は精神的向上のために利用する 。労働免除は家族長，学者等

ごく少数で，州で５００人以下であり ，それらの知的集団の中から外交使節，司祭，主族長，市長

が選ばれる 。

　第５章「彼らの生活と交際について」ではユートピアの生活が説明される 。都市は一家春属で

構成された世帯で構成されており ，各世帯は女子は他へ嫁入りするものの，男子は生家にととま
り， １４歳前後の子どもを１０～１６人持つ大家族で，年長者が家長をつとめる 。各都市とも世帯間 ・

都市問の人口移動で人口調整を行い，６０００世帯を保 っている 。過剰人口については，近隣の陸地

へ， 平和的に ・または軍事力で植民をする 。都市のマーケ ットは，豊かな生産に支えられて，貨

幣を使用しない共有制で，無償で持ち込み，無償で持ち帰る 。家族長の住宅である会館は３０戸ご

とに建てられており ，そこで集団で食事をする 。自宅で作るよりもおいしい食事を，老若男女の

適切な座席配置のもとで，敬けんな雰囲気と適度な会話のうちに食べることになる 。病院は込み

合わないように，完全な隔離ができるように十分な大きさを持 っている 。

　第６章「彼らの旅行，および巧みに説かれ，賢く論ぜられたこと」では，豊かな生産力と宗教

的道徳律をべ一スとした社会のあり方の基本理念が示される 。当時の社会では一般には望み薄で

あっ たであろう旅行が全員に一定の条件の下で可能なこと ，旅行中でも滞在中は仕事に従事する

ことによっ て， 滞在先でも仲問として扱われ，また，酒場や女郎屋といっ た誘惑の種もなく ，日

常と同じ規律の生活を営むことが説明されている 。このような社会の風習が豊かな生産力を生み ，

それに加えて平等な分配が貧乏人を無くしている 。万が一不足が生じた場合には他の都市から無

償で融通を受ける 。この不足に備えるため２年分の貯えをしたうえで，残りを輸出に廻す。穀物 ，

蜂蜜，羊毛，亜麻，木材，茜草，紫色に染めた獣皮，蝋，獣脂，皮革，家畜等を輸出し，引き替

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６７）
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えに金銀，鉄を入手する。獲得した金銀は戦争時の外国傭兵や撹乱工作の軍資金として蓄える他

は， 金銀を卑しいものと思わせるために，便器，奴隷を縛る足椥 ・手椥，罪人用の耳飾りに使う 。

　このような特異な発想の基になっ ているのは，霊魂不滅説を則提にした峻厳無比な宗教である 。

この宗教を基礎にして善良で健全な快楽を追求するが，それは同時に他人の快楽も追求する隣人

愛となっ ている 。ユートピァ人の快楽は徳を行うことを中心とした心の快楽と ，健康を第一とす

る肉体的快楽である。他の世界のけちな金持ちを軽裏する反面，学問，とりわけ自然科学を尊重

し， こういっ たことが勤勉，優れた学習能力，医学の尊重，熱心な技術導入を生み出している 。

　第７章「奴隷，病人，結婚その他」ではユートピア島の生活が紹介される。まず第一に，奴隷

の存在が語られている 。凶悪犯の同胞，死刑判決を受けた外国人，外国から志願してユ ートピア

の奴隷になっ た者が奴隷として扱われるが，当時の奴隷の　般的境遇からすれははるかに恵まれ

た待遇を受けている。刑罰については，凶悪犯は奴隷にし，反逆する奴隷は死刑にするが，悔恨

の情いちじるしい奴隷は市民の身分に戻る道も用意されている。病人は手厚い治療を受け，安楽

死も容認されるが，自殺は軽裏される 。結婚については，婚則交渉の厳禁，特異なお見合の風習 ，

離婚への厳しい制限が語られている 。また，障害者は大事にされる。悪事に懲罰が加えられるの

と同様に，善行には報償が与えられる 。野心家や出世主義者は排除される。役人は親切で，法律

は少なく ，弁護士は排除されている 。この公正無私のユートピアの役人は，他国から役人として

雇いたがられる 。外国との同盟には「破られる約束など無意味であり ，同盟より友愛の精神が大

切である」として無関心である 。

　第８章「戦争について」では，ユートピア人の戦争観が示される。その基本は「戦争で得られ

た名誉ほど不名誉なものはない」という平和思想であるが，他方で，男女とも軍事訓練に従事し

たり ，軍備や戦費の準備等，現実的な対応策も忘れない。おもしろいのは，傭兵を雇 ったり ，策

略や金で撹乱工作をするなど，自分たちの血を流さないための戦術である。しかし必要な場合に

は， 勇敢な戦闘，優れた戦術，進んだ武器で相手を撃退するとともに，無用な殺裁 ・破壊をしな

いという 。戦争の目的は，自分の国を守るため，友邦に進入した敵を撃退するため，または友邦

国民を圧制から解放するため，友邦に加えられた不等な圧迫を排除するためであり ，戦争終結に

あた っては，戦利品をとらないが，戦費は全額敗戦国に負担させ，また領土を獲得する 。

　第９章「ユートピアの諸宗教について」では，ユートピアの秩序維持の基礎をなしている宗教

について説明されている 。信教は自由であるが，ただし霊魂不滅説を則提とし，この世の摂理へ

の不信（秩序の否定）は禁止されている 。また，乱暴な布教や他宗派への攻撃も禁止されている 。

主要なものはミスラの信仰（創造 ・生成 ・発達 ・変化 ・死滅の神）であるが，キリスト教には共有制

という点で共感をもっ ている 。司祭は各都市１３人で，選挙で選出され，青少年の教育に携わるが，

女性も可である 。司祭は戦時には無用な殺裁の監視役として従軍する 。会堂は全宗派の共用で ，

いかなる宗派の神像もなく ，合同の祈祷がおこなわれる 。

　以上がトマス ・モア『ユ ートピア』の概略である 。この書物が書かれたのは今から約５００年前

であり ，その内容が今の時代に適合しないのは当然のことである 。したがって，以下の検討にお

いては，個々の事例の適否を検討するのではなく ，この小論が目的とした『ユートピア』の中で

の「自由」と「平等」の取扱い方を検討することにしよう 。

（４６８）



　　　　　　　　　　トマス ・モア『ユ ートピア』における「自由」と「平等」（田中）　　　　　　　　２１５

　第２節　トマス ・モア『ユートピア』における「自由」と「平等」の取扱い方の特徴

１． 「自由」と「平等」とはどのように扱われているか

　上で紹介したユートピア島におけるｒ自由」とｒ平等」との関係を検討する 。まず第一に，ユ

ートピア島は「自由」な島であろうか。答えは当時のイギリス社会に比べた場合には，格段に自

由な社会であるといえよう 。一番重要なことは，生活の保障に基づく生存の自由である 。『ユ ー

トピア』第一巻では，囲い込みによっ て土地を追われた農民が生存のため盗み等の犯罪に走り ，

大量に処刑されていた当時のイギリス社会が紹介されているが，ユートピア鳥では生活に困るこ

とはない。有り余る生産物と共有制の下では全員が天寿を全うできるのである 。労働時問は全員

１日６時問である 。もちろん現在のわが国のようなサ ービス 残業も片道２時問におよぶ通勤時問

もなく ，残りは全くの自由時問である 。そしてこの残り時問は有益な知識の修得と休息のために

使われるのであるが，このことがより良い人格形成に果たす役割は計り知れないであろう 。職業

選択も多分に世襲的傾向が見られるとはいえ，それがいやな場合は自由である 。役人，司祭，科

学者等，一般の労働を免除される職業についても ，その任務を呆たせない場合は解任され，逆に

努力をして成呆を上げた一般市民はこれらの特別職に就任できる 。また，政治上の権利も格段に

保障されている 。あらゆる議題が議会で公明正大な方法で議論され，それについては一般市民も

家族長を通じて提起される家族会議で意見を表明することが出来る 。旅行についても当時のイギ

リス社会ではほほ不可能であ ったと思われるが，集団でという制約が付くものの，原則自由であ

る。 また，病人も立派な病院で丁重に看護される 。宗教についてはいかなる宗教を信じるのも自

由である 。そしてあらゆる宗教の共存がはかれるようにその活動が制度化されている 。ただし ，

霊魂不滅という則提が付くし，さらに，鉦神論については言及がないが，排除であろう 。このよ

うにユートピア島は当時のイギリス社会と比べて，さらに言えば現在のわが国と比べてさえ格段

に「自由の国」であるにもかかわらず，『ユ ートピア』の読者がこの国をきわめて「制約の多い

国」と感じるのはなぜであろうか，この点については後に検討をする 。

　「平等」はユートピア島の第一の特徴である 。その「平等」の基礎をなしているのはあらゆる

ものの共有制である 。生産手段はもとより ，消費財までも共有である 。住宅も共有で，さしあた

りの利用は各個人に割り当てられるにせよ ，１０年ことに再配分されるという 。各戸には２つの入

り口があるが鍵はかか っていない。つまり豊かな生産力のおかげで泥棒はいないのである 。困難

を分かち合うことについても平等である 。役人，司祭，学者等ごく一部の人を除いて全員が平等

に働く 。しかも社会的にむだで不要な労働は排除されているので，１日６時間の労働で十分な生

産が可能となる 。そして労働の成果は，搾取が根絶されているがゆえに自分たちのものになり ，

社会の利益と個人の利益とは一致する 。それゆえに労働は苦痛ではなく ，自分の能力を確認でき

る楽しいものとなる 。また，金銀宝石の類を卑しいものと思わせることによっ て， 致富の習慣を

根絶している 。服装についても被服本来の機能を大切にすることによっ て華美の風習を排除する

が， 「装飾」という観念を排除するためには徹底したイデオロギー教育が行われることになる 。

病人や障害者といっ た弱者についてもあたたかい保護の手がさしのべられる 。ただし，奴隷が存

在し，彼らにいやな仕事を押しつける点についてはけして平等とはいえないが，しかしその待遇

は現在の受刑者に近いものとして扱われている 。

　ところでこのような「自由」と「平等」とはどのような関係になっ ているのであろうか。それ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６９）
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は「平等」の上に築かれた「自由」ということであろう 。

　『ユ ートピア』を読んで第一に感じることは，生活にかかわる制約があまりにも多いことであ

ろう 。例えば，一定の場所で，集団で，しかも座席指定の ・長老を軸とした秩序の下での食事 ，

いかがわしい遊びを除外した上での自由時問の使い方，結婚 ・離婚にかかわる諸制限，旅行も集

団でという制限等，現代の生活習慣からすればあまりにも窮屈である 。何故にかように細々とし

た制限が必要になるのか。その答えは，宗教の自由が言われていながらも ，その基礎にはキリス

ト教（カトリッ ク）の道徳律をべ一スに社会の秩序が組み立てられているからであろう 。いっさ

いの個人的野望や虚栄心，富も名声もを捨て去った生活態度，勤勉で悪の誘惑に乗らない強靭な

精神力，この道徳律を守るための思想教育と生活習慣，このような人間像は近代人文 ・社会科学

における人間像ではなく ，明らかにキリスト教的である 。

　このような道徳律は「平等」の上でしか存続できない。したがって『ユ ートピア』では「平

等」こそが第一の追求目標とされている 。上に述べた「平等」を保障するための私有財産制の排

除・ あらゆるものの共有制がこのシステム全体を支える軸をなしている 。そしてこの共有制を支

えるためにはｒ有り余る生産物」の存在が不可欠であり ，それを支えるためには，当時の生産技

術を則提にすれは，豊かな生産力を保障する「全員労働」＝労働の平等が不可欠なのである 。

　「自由」はこのような「平等」の上に存在している 。したがってこのような「平等」に否定的

影響を及ぼす「自由」は排除される 。それは「消費」に対する制限となっ て現れる 。浪費の排除

は新しい消費スタイルや，いわゆる「不道徳的」な遊びの出現を拒否する 。実はモア的秩序から

すれば一見不道徳に見えるこれらのことでも ，長い目で見れば人類の進歩に大きな刺激を提供す

る。 このことはモアに「生産力の発展」という観点があまり見られないことと符合しているが，

この点についてはあとで触れよう 。結婚 ・離婚等の男女間の関係についての諸制限も元はといえ

ば弱者保護の思想，つまり「平等化」思想であろう 。

　学問の自由はもちろん保障されており ，この点については一般市民に対しても余暇利用の一つ

のあり方として推奨されている 。しかし，それに専門的に携わるのはごく少数の選ばれた人であ

り，　般人には遠い存在である。もちろん努力をした　般人が学者になる道は認められているが，

それはきわめて細い道であろう 。このように学者にかぎらず司祭や役人の数を制限するのは労働

力確保のための全員労働を追求する「平等化」政策であ った 。

　宗教の自由についても ，全員が何らかの神の存在を認めるという点で制約を受け，現存秩序を

破壊する無神論は排除される 。

　ユートピア島はこの書物が書かれた１６世紀初頭においてはどの世界よりも「自由」と「平等」

とを麗しく両立させた世界であ っただろう 。しかし両者の関係はｒ平等」の上に築かれたｒ自

由」という関係であ った。このような両者の関係はとのような則提の上に成止し得たのであろう

か。 この点を次に検討しよう 。

２． モデルの作り方からくる制約 ＝一国モデル ：進んでいるがゆえに，外国の影響の排除能カ

　モア ・モデルの第一の特徴は，他の国とは隔絶した一国モデルとして説明されていることであ

る。 当時のイギリス社会に対するアンチテー ゼを描くことによっ て現実社会の批判を試みたこの

著書の執筆のいきさつからしてそうなるのは当然であ ったと思えるが，「ユ ートピア」は見事な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７０）
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までに外の世界を気にすることなく国作りを出来ることになっ ている 。

　その秘密は豊かな生産力とそれをべ一スにした軍事力であ った。この豊かな生産力を保障する

ために，モアは徹底した平等社会を描き上げ，平等であるがゆえに無駄を省き最も効率よく生産

活動に打ち込めることを説明した 。

　第二巻第４章がその叙述の中心になるが，そこでは島の豊かさを保障している特異な社会のシ

ステムが説明されている 。農業への習熟の他にもう一つの技術を身につけるほどの職業訓練，全

島同じ着物を着ることや，しかも７年もつ上着なと質実で華美や賛沢を排除する生活習慣と ，適

切な修繕等の生産物の耐久性向上への努力，簡素な行政機構と宗教機構による有閑階級の排除 ，

これらのごく一部の非生産的人口をのぞく全員による労働，その結呆としての１日６時問労働と

いう超短時問労働と ，余暇を利用しての向上 。し・旺盛な学習習慣等，豊かな生産力を保障するシス

テムが説明されているのである 。さらに第６章では，旅行中でも滞在中は仕事に従事するほど彼

らが良く働くことや，金銀を卑しいものと思わせるための努力や自然科学の重視と軌 。し・な技術導

入による生産力向上への努力がつけ加えられる 。

　これらのことがこの島をとてつもなく豊かにし，その豊かさがまた平等を保障しているのであ

る。 しかし，この豊かさは外国からの干渉，侵略を排除しない限り維持できない。当時の状況か

らして，この外国からの圧力の排除能力は軍事力以外にはありえなか った。そこでモアはユ ート

ピアに強力な軍事力を与えることになる 。第８章で説明されるユートピアの軍事力は，いかにも

「平等」の国らしく ，常備軍を持たないかわりに男女とも全員が軍事訓練に参加し，軍備や戦費

の準備に怠りがないと説明されている 。この国を守るに十分な軍事力は，２年分の貯えをしてな

お有り余るほどの豊かな生産力を生かした外国貿易によっ て獲得した金銀によっ て保障されるこ

とになる 。

　このような孤立的な国家は空想の世界でこそ許されるであろうが，現実的には長期にわたる存

続は不可能であろう 。誤解の毎いようにいうと ，このような閉鎖的な理想モテルの存続の可否を

検討することが問題なのではなく ，ユ ートピアでも前提されているように，外の世界との接触に

よっ てもたらされる各種の影響を，理想モデルの中にどのように吸収消化しながら ，自らの理念

を崩すこと無く再生して行くのかということが問題なのである 。ユ ートピアではこの点に関して

は， 「ユ ートピアの方が優れている」という理由により ，若干の技術の修得を除いて排除されて

いるのである 。

　我々が現に生活している今の社会において「ユートピア」をめざすなんらかの改革を実現しよ

うとした時，このような外部世界の捨象は許されるものではない。資本王義はそもそもその発生

の時点から外国貿易を現実的な前提条件として発展してきた。１９世紀のイギリス資本主義におい

て主要な産業であ った綿工業は出発の時点から輸出産業であ った。また，独占資本主義において

は資本の集積は大量生産を生み，その生産物の大きな部分が世界市場を要求することになる 。１９

世紀から２０世紀の歴史の現実の進行は，後発地域の植民地化であ った。第二次世界大戦後の植民

地の独立により国際法上の各国の地位は対等平等の独立国となっ たものの，世界の各国は植民地

時代の後遺症を残して，生産力の発展程度においても ，社会システムの面からも多くの差異を残

している 。１９７０年代後半から１９８０年代前半にかけて一種の閉塞状態に陥 った先進国の独占資本は ，

この国際的差異を利用しながら ，その活動舞台を国内の狭い限界を超えていわゆる発展途上国に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７１）
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拡張することによっ て再度活力をとりもどしたのが今の資本主義の変化の大きな特徴をなしてい

るとすれは，先進国とは異質の世界との競争と共存を則提にしていろんな改革を考えることが避

けられない状況であろう 。したがって我々が「ユートピアモデル」を考える場合，この点への配

慮は不可欠のことであり ，閉鎖的な一国モテルでは必ず失敗を招くものと考えられる 。

３　『ユ ートピア』執筆の目的からくる制約＝生産力はほぼ不変のモテル

　モア ・モテルの第二の特徴は，生産力はほほ不変のモテルとして描かれていることである 。島

の産業は第４章で説明されているとおり ，農業の他には「毛織業，亜麻織業，石工職，鍛冶職 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
大工職といっ たところで，このほかには特にとりたてていうほどの職業はない。」とされている 。

　　　　　　　　　　　　　２）　　　　　３）
「７年問は大丈夫という皮の服」，「鮮魚」という叙述から判断すると ，このほかに皮革や漁業の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
仕事があるはずであるが，あまり詳しく説明されていない。ただ屠殺は奴隷の仕事とされている 。

いずれにしても島の産業は現在の産業分類の第一次産業と ，消費財中心の若干の手工業に限られ

ている 。

　国防上の必要から武器は自分たちで製作するが，しかし鉄は輸入することになっ ている 。第６

章で島の貿易について説明されているのであるが，それによるとユートピアは穀物，蜂蜜，羊毛 ，

亜麻，木材，茜早，紫色に染めた獣皮，蝋，獣脂，皮革，家畜等を輸出し，引き替えに金銀，鉄
　　　　　　　　５）
を入手するという 。

　このような島の産業についての叙述は，今から５００年前の状況を思えば取り立てて不自然なも

のではない。やや不自然なのは，鉱業についての叙述がないことであろう 。この島が金銀と鉄を

輸入に頼ることについては，諸外国からの干渉を排除するという観点から見ればけして好ましい

ことではない。つまり ，ユートピア島だけでの完結的な自給体制をとれないのである 。なぜ鉄を

輸入に頼るように想定したのかは定かではないが，この不完全な自給体制については，豊かな貿

易黒字がもたらす金銀が防衛上の安全ともども解決することになっ ているようである 。

　問題の所在はこのように想定された当時の産業の種類にあるのではない。むしろこのような産

業を固定的なものとして想定したことにこそ問題を発見すべきである 。この「ユ ートピアモデ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
ル」では生産力の発展が捨象されているのである 。もちろんこの島では自然科学を尊重し，新し

い技術を導入する用意があることが説明されている 。例えば，ユートピア人が知らなかった印刷

術と製紙術について，　通りの説明を受けるやいなや，彼等の慧眼が素早くその要点を察知して ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
これらの技術を修得してしまっ たことが紹介されている 。

　しかし，これらの個々の新技術の導入については語られているものの，その種の新技術の導入

が積もり積もっ て社会に対してどのような変化をもたらして行くのかについてはまっ たく考慮さ

れていない。つまり ，生産力の変化が生産関係のありように対してどのような影響を及ぼすのか

が考慮されていないのである 。もちろんモアが生きた時代の生産力の発展は遅々たるものであり ，

そのことを重要な問題と考えずにｒ理想社会モテル」を想定することは許されたことであろう 。

ましてやモアの『ユートピア』執筆の目的が実現可能なモデルの提示ではなく ，現実社会のあま

りにも醜い姿を映し出す「澄みきっ た鏡」の役割を果たさせるためのモデルであ ったことを思い

起こせば，モアがユートピアに生産力の発展という視点を導入しなかったことを責めるのは酷と

いうものであろう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７２）
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　モア ・モデルの基幹部分は，有り余る生産力をべ一スにした私有財産制の排除とあらゆるもの

の共有制，そこから生まれる平等の世界である 。そこではまた，欲望は不変のものとして取り扱

われているとともに，このシステムを管理するためのごく少数の官僚機構が置かれている 。我々

が住む現実の世界ではこのような官僚機構は社会全体の利害からかけ離れて自立化し，暴走する

のが一般的傾向であるが，モア ・モテルでこのような暴走を防いでいるのが宗教的（実態はキリ

スト教カトリッ クの）道徳律である 。そしてこの道徳律はまた官僚機構だけではなく社会のあらゆ

る秩序を維持する原動力をなしている 。しかし，我々が住む現実の世界で宗教的道徳律が社会を

規制しうる範囲はおのずと限界があり ，とりわけ生産力の発展によりもたらされた社会の変化 ・

発展に対して宗教的道徳律は十分適応できないであろうし，このような硬直的な社会システムに

対して生産力の発展はその解体を促進することになるであろう 。

　我々がなんらかの将来の理想社会のありよう＝モデルを考えるとなれば，モアのように生産力

の発展を考慮の外に置いたモデルでは意味をなさないであろう 。例えば，現在の資本主義社会の

延長線上に「自由」と「平等」とがうまく両立するようなひとつの理想社会のモデルを考えるこ

とはそれほど難しいことではない。しかしその社会が生産力の発展とともに一定の変化を余儀な

くされるとすれば，その変化が「自由」と「平等」を強化する方向に作用する保障はどこにもな

いし，むしろせ っかくうまくバランスしていた「自由」と「平等」の関係が崩れると考えた方が

現実的であろう 。生産力の発展 ・社会の変化は理想モデルの解体をもたらすのである 。生産力の

発展とともに引き起こされる社会の変化が「自由」と「平等」を強化する方向に作用するモテル

を考えることが必要なのであるが，それは　般的には至難の技であろう 。

　ひるがえっ て考えれば，ソ連型社会主義がまだ健在であ った頃，我々は上に述べたことをどの

程度認識していたであろうか。ソ運における生産力の発展はまず第一に経済活動における管理機

構の再編を要求していたはずであり ，その他の社会機構についても変更を要求していたはずであ
８）

る。

　ソ連型社会主義にはモアの『ユートピア』をモデルにしたのではないかと思いたくなるような

類似点が数多く見られるのであるが，その際に注意を要するのは，社会のありようの個々の類似

点ではなく ，むしろモア ・モデルの硬直性への無頓着ではなかったであろうか 。

　筆者はモアの『ユートピア』に以上のような大きな問題を感じている。ところでこの著作が今

までどのように受けとめられてきたのであろうか。次章でこの点を検討しよう 。

１）　トマス ・モア著，平井正穂訳『ユートピア』（岩波文庫，１９５７年）８１ぺ 一ジ

２）同上８７ぺ 一ジ

３）同上９２ぺ 一ジ

４）　同上９２ぺ 一ジ

５）同上１００ぺ 一ジ

６）この点についてはすでに何人かの論者から指摘されている 。代表的なものを例示すれば次のような

　ものがある 。

　　イ）伊達功『近代社会思想の源流』（ミネルヴ ァ書房，１９７０年）では，モアの経済モデルは単純再

　生産であると指摘されている 。（同書１９６ぺ一ジ参照）

　　口）加藤一夫『トマス ・モアの杜会経済思想』（未来社，１９９０年）では，モアが描いた理想の島が

　後の発展を大きく制約しかねない負の要素をはらんでいることが指摘され，その一つに，経済制度が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７３）
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　　生産力の観点を欠落したまま構築されていることがあげられている 。ちなみにもう一つの負の要因と

　　しては，経済改革のためにも必須の真の民主的な政治機構が確立されていないことがあげられている 。

　　（同書１０５ぺ 一ジ参照）

　７）前掲トマス ・モア著，平井訳『ユ ートピア』１２８～１２９ぺ 一ジ

　８）この点にかかわ って，ソ連邦における生産力の発展の結果，生産物（製品）の種類が増えるのに対

　　して，管理上の手数の煩雑さからできるだけ品種を増やさないような圧力が生まれたことが指摘され

　　ているのはその一例であろう 。小槍山政克「社会主義思想とソ連邦の実験」（『大阪経大論集』第４３巻

　　第１号，１９９２年５月）２２～２３ぺ 一ジ参照 。

第２章　トマス ・モア『ユ ートピア』解釈の現状と問題点

１． 田村教授によるモア研究の整理

　トマス ・モアについては『ユートピア』も含めて，今までずいぶん多くの研究がなされてきて

いる 。わが国においても「トマス ・モア協会」までつくられているように，今さら筆者がトマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
ス・ モアを語ることもないくらい研究の蓄積は大きいものがある 。ここではわが国における代表

的なトマス ・モア研究者の田村秀夫教授が整理されたものが簡潔にして要を得ているので，その

整理を借用して今までのトマス ・モア解釈の概略を紹介したい。田村教授のモアに関する著述は

膨大なものにのほるが，ここでは「トマス ・モア研究，１９３５～１９８５　　問題史的系譜と展望

　　」（『経済学論纂』第２７巻４号，１９８６年７月）から引用する
。

　田村教授によるとモア解釈は大きく４つのグループに分けることができるという 。第１のグル

ープはリチャード ・スミス他の「カトリッ クの聖人」 ，あるいはチ ェイムバーズの『ユ ートピア』

は中世の修道院をモデルにしているという「中世的宗教人」としてのモア理解である 。

　第２のクループは『ユートピア』の中に見られる植民地獲得戦争を正当化した記述をとらえて
，

「イキリスの拡張主義的政策の弁明 ・むき出しの生活圏の王張」と見るｒ植民地帝国主義者モア」

論であり ，オイケン ，リッ ター グレイ等があげられている 。

　第３のグループはモアの中に社会王義者の姿を見いだすグループであり ，シュードル，カウソ

キー ヴォルキン ，ブロッ ホ， モートン ，デボーリン等があげられている 。彼等が着目する核心

的部分は「私的所有の廃止」であろう 。

　第４のグループはモアをヒューマニストとして捉える観点であり ，マイスナー クッ クホーフ ，

ラウス ，ヘクスター サーツ ，フライシャ ，オシノフスキー等があげられている 。このグループ

はモアをルネサンスヒューマニズムあるいはクリスチャンヒューマニズムと理解して，上の３つ

の解釈の一面性を批判し，当時の時代的制約も考慮した総合的な見方であるという 。クリスチャ

ンヒューマニズムとは当時の政治的 ・社会的諸問題を宗教的倫理観を基準にして判断することを

特徴としているという 。この見方はおおむね妥当性をもっ ており ，ソヴィエトのオシノフスキー

も含めて近年の　般的見解となっ てきている 。またこの見解の中には，モアを当時勃興しつつあ

った中産階級（ブルジ ョア）的ヒューマニズムの代表とみなすエイムズも含まれる 。

　もちろんモア研究はこれほと単純に整理しきれるものでもない。上記論文の中で田村教授はそ

の他の観点からのモア研究についても言及しておられるがここでは省略させていただく 。

（４７４）
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　ところでこれらの諸見解の中で注意を要するのは第３の見解「社会主義者モア」という理解が

生み出す問題点である 。ソ連においてはモアを社会主義に引き付けて読むという傾向の存続が指

摘されているが，このような風潮が知らず知らずの内にソ連における社会主義建設にモアの弱点

を染み込ませていたとしたらやはり問題であろう 。このような問題意識からここではカウツキー

のモア解釈を検討してみよう 。

２． 「社会主義者モア論」 ・カウツキーの解釈

　『ユ ートピア』を読んだ時，多くの人はユ ートピア島の諸相からソ連型社会主義を運想するで

あろう 。もちろん社会のメカニズムは基本原理において別物であるにもかかわらず，両者の社会

風潮に近似性が感じられるのである 。生産手段の私有制の廃止，計画経済，禁欲的諸相（例 ：中

国の人民服），諸制度の硬直性などがその例である 。また，レーニン自身モアヘの近親観を持 って

いたのは事実であろう 。そのことは１９１８年にモスクワに建立された，祉会主義思想の発展に寄与
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
した偉大な人々を記念する記念碑に，その一人としてモアの名前が書き込まれたことや，モア同

様の冗談としても「金で便器を作る」という話などはそのことをしのばせるものである 。

　ところでモアの『ユートピア』を近代杜会主義の源流として評価したのはカウツキー であり
，

カール ・カウッキー 著， 渡辺義晴訳『トマス ・モアとユ ートピア』（法政大学出版局 ・りぶらりあ選

書， １９６９年）に基づき彼の『ユ ートピア』評価を検討してみよう 。

　カウノキーは従来ヒューマニストとして評価されてきたモァを社会王義者として評価すべきで

あるという 。彼によると ，イギリスにおける羊毛工業の発展が資本主義的農業の発展をもたらし ，

それに由来する農業労働者の苦悩を把握したモアは，顔を出し始めた新生産様式（資本主義）の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
問題性をいち早く見抜いて，近代社会主義像を提示したという 。また，このような優れた着想を

モアにだけ可能にした条件として，イ）農業共同体王義の陽気，強靭，不屈，毎私，献身といっ

た個人的性格，口）イギリスのみに見られた労働者に不利益をもたらすような資本主義の発展 ，

ハ）古典的哲学思想と実際的経済家としての活動の統一 といっ たモアに備わ っていた３つをあ
　　　４）
げている 。

　それではカウッキーはモアのどこに社会主義思想を認、めるのであろうか。それは以下のような

点である 。

　¢　人問は物質的諸関係の産物であり ，人問の向上には経済的諸関係の改善が不可欠であると

　　して，私有財産制の追放を提起している 。その事例としてカウツキーは，ヒスロディが泥棒

　　がはやる経済的根拠（兵士の解雇，囲い込みによる農民の流浪，貴族の従子団の解雇，賭博等の毎益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
　　な遊技にふけ っている連中）を長々と述べている箇所を引用する 。

　　　全員の労働従事による労働時問の短縮と労働の喜びの回復。しかしその際，モアは不愉快
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
　　な仕事を進んでやらせるためには「死後の浄福」という宗教の助けを借りているという 。

　　　モアの共産王義は地域共同体的 ・身分制的共産王義とは違 って，国民国家的である 。ユ ー

　　トピアの元老院は各地域の代表者から構成され，生産の計画 ・実行 ・分配の当事者となり ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
　　また，外国貿易についてもその当事者になっ ている 。

　＠　万人の平等な労働義務を提起したのは，プラトンの貴族の搾取を認めた共産主義とは異な
　　　　　　　　　　　　　　　８）
　　り ，現代社会主義と同類である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７５）
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　　　男女は平等に労働義務を持つものとし，婦人を産業的職業労働に引き入れている点で現代
　　　　　　　　　　　９）
　　社会主義と同類である 。

　＠　都市と農村の対立の止揚。ただし，現代杜会主義がめざすのは農業労働も工業労働と同質

　　のものにすることであるが，モアの場合には機械制大工業が出現していないので，この課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
　　は全員が農業に，したがって手工業にも交替で従事するという方法が採られる 。

　以上がカウソキーが指摘するモア ・モテルの現代の科学的社会王義との類似点であるが，次に

彼が批判している ，現代の科学的社会主義と比べたモアの不十分性についてふれておこう 。それ

には以下のような点が上げられる 。

　○　資本主義の矛盾を克服し，理想国家を現実のものにする主体として，近代プロレタリアー
　　　　　　　　　　　１１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
　　トの出現を見ていない。むしろ下からの改革運動を恐れていた 。

　　　モアの時代の前近代的な生産方法に規定された，あらゆる人間を一定の手工業に縛りつけ

　　ておくという固定的な分業観。これに対して，資本主義においては絶えざる技術革新が労働

　　者の地位を低下させるけれども ，いっ たん労働者が生産の統制者となっ た時には，技術革新

　　が労働者の地位を向上させるものに転化し，その過程で労働者が労働の必要性を自覚するこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
　　とによっ て自由な労働になるという ，労働の解放の筋道を理解できていない。このことが他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
　　方でいやな仕事を奴隷に押しつけるという発想を残している 。

　　　欲望の制限を則提にしていることは現代の社会主義思想とは毎縁である 。モアは自由な時

　　間の捻出のために，労働の組織化による無駄な労働の排除，全員の労働への従事とあわせて

　　欲望の制限を則提にしている 。ただし，この制限は当時存在したはかはかしい浪費への批判
　　　　　　　　　　　　１５）
　　という側面も含んでいる 。

　以上のような諸点を念頭に置いて，カウッキーは「モアの共産主義は，その傾向の大部分は近
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
代的であ ったが，その手段の多くは非近代的であ った」という 。

　確かにモアにはマルクスの社会主義思想との類似性が認められる。筆者の理解ではその主要な

ものは¢豊かな生産による私的所有の意味の喪失，能力に応じて働き ，必要に応じて受け取ると

いう共同体思想，　全人民による社会の共同管理から来る国家の役割の変質，抑圧機構から共同

の事務機構への変質，その意味での国家の死滅，の二つであろうと思われる 。

　このような高次の人類の発展を考えた場合，モアとマルクスには決定的な違いがある 。マルク

スでは生産力の高度な発展とそれに照応する ，経済的にも ，そして政治的 ・イデオロキー 的にも ，

資本主義よりはるかに高度な社会制度が則提におかれている 。これに対してモアの場合にはその

生産力基盤は中世的 ・手工業的であり ，このような生産力基盤で有り余る生産物を捻出するため

に， 全員労働と禁欲的消費習慣，それらが崩れないようにするためのキリスト教的道徳律がおか

れたのである 。このように見たときモアの社会主義像をカウッキーのようにはたして「近代的」

と理解し得るのであろうか 。

　マルクスが将来の共産王義社会を描いたのは『コータ綱領批判』においてである。そこでは共

産主義の第一段階と第二段階，つまり資本主義杜会から生まれたばかりの共産主義社会と ，より

高度な共産主義社会にと区別され，その違いを，各人の労働に応じて分配する社会から ，能力に

応じて働き ，必要に応じて配分を受ける社会への転化で説明している 。そしてこの転化は，各人

の分業の奴隷からの解放，精神労働と肉体労働との対立の解消，労働が生活の手段から生きるこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７６）
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とへの欲求に転化して，その結果あらゆる共同的富が増大するという ，労働の様態 ・性格の変化

の結果として説明されている 。レーニンは『国家と革命』の中で『ゴータ綱領批判』のこの部分

を解説して次のように言う 。彼は国家の死滅を共産主義のより高次の段階の出来事であるとした

上で，「国家死滅の期日やそれの具体的形態の問題は，まっ たく未解決のまま残しておいてさし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
つかえない。なぜなら ，このような問題を解決するには材料がないからである 。」。 ここで言われ

ていることは，生産手段の労働者階級による共同管理をべ一スにした生産力の著しい発展の結果

としての階級国家の死滅，その下での個人の解放＝自由の言厘歌，しかも万人の自由＝平等，つま

り「自由と平等との麗しき調和」という未来社会の展望であろう 。もちろん近代社会主義思想が

このようなものであることをカウッキーは良く承知している 。そしてモアの杜会主義像の中にあ

る生産力の停滞的側面についてもたびたび指摘している 。とするならば，モアの社会主義を「近

代的」と呼ぶのにはもっと慎重であるべきではなかろうか 。

　『ユ ートピア』の中には，このほかにも現代の社会主義が目標にしているような諸問題が取り

上げられていることをカウッキーは指摘している 。

　　イ）男女平等の追求にかかわ って，モアが共同食事を提起しているのは，婦人の家事労働を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
　　　軽減することも一つの目的としているように，男女問の関係についてもモアは男女平等を

　　　願 った。ただしその際，男性が持 っている自由を女性にも認める方向ではなく ，女性を縛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
　　　 っている性道徳を男性にも適用する方向で考えたがために，窮屈になっ ている 。僧職につ
　　　　　　　　　　　　　　　２０）
　　　くことを女性にも認めている 。

　　 口）国家の機能について，階級対立の止揚とともに抑圧の機能は眠り込んでおり ，社会は政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
　　　治的国家から生産的共同体に変化する 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
　　ハ）学問への従事を世襲制から解放している 。

　　二）宗教は人問の私事であるという考え方が，例えば，宗教的信条への寛容や，礼拝は私宅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
　　　で行うべし，という例の中に示されている 。

　また，カウツキーは現代の社会主義思想と異なる点として次のような点を指摘する 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
　　イ）ユートピア実現をユートパス王の手にまかせた 。

　　 口）モアが前提した手工業と零細農的農業とは個々の経営を孤立化させるので，モアは食事

　　　と快楽の社会的性格に社会主義を支える大きな位置づけを与えたが，現代の杜会主義では
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）
　　　社会性の基礎は生産活動そのものである 。

　しかし，ユートピアの中に見られるこれら各種の民王王義的諸制度の，モアの時代の思想状況

をはるかに超えた近代性をもっ てしても近代社会主義思想との同質性を証明するものではない 。

これらの諸制度は口）を除いては本質的にはフルジ ョア民主王義の性格を持 ったものであり ，そ

のことからモアを近代社会主義思想と類似のものとは呼べないであろうからである 。

　現代の科学的社会主義の心髄をどこに求めるかについて筆者は次の点をその核心部分と考える 。

つまり ，人類の歴史の発展方向を自然史的必然を持ったものとして把握し，その延長線上に万人

の「自由」と「平等」の調和が達成された「自由の王国」である共産王義社会が想定されており ，

そしてこの自然史的発展過程を支えるのは生産力の発展と ，それをべ 一スとした生産関係の発展

である 。したがって生産力の発展の視点を欠いたままではあらゆるシステムの発展が説明不可能

に陥るといえよう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７７）
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　このように考えた場合に，はたしてモアの社会主義を「近代的」と評価できるのであろうか 。

たしかにその中には当時の思想状況をはるかに飛ぴ越えた近代的民主主義との類似がある。しか

しその本質は原始キリスト教が持っていた平等思想であり ，その性格については「ルネ ッサンス

ヒューマニズム」と理解するのが正解のように思われる。はたしてモアの「ユ ートピア ・モデ

ル」に生産力の発展を導入した場合どういうことになるのであろうか。まずは生産活動における

分業のシステムが変わるであろうし，さらに行政のシステムも変わらざるをえないし，それにつ

れてモアが眠り込ませていた欲望の水準が変化し，最後にはそれを縛ってきた宗教（キリスト教）

的道徳律を破壊し，ついには「ユ ートピア」を解体に導くであろう 。モアには「自由」や「平

等」はあ ったがｒ進歩」の観念が薄いのである 。そこで提示されているｒ自由」とｒ平等」とは

その時点での静止的な「調和」であるが，「進歩」の観念＝生産力の発展軸にした生産関係や政

治的 ・イデオロギー的上部構造の発展，を欠いたままの両者の調和は必然的に解体に向か って進

んで行くであろう 。いま求められているのは，生産力の発展とともにあらゆる社会システムを変

更しつつ，なおかつ「自由と平等の調和」に向けて収鮫するようなシステムの構築である。カウ

ツキーのモア評価は，モアの優れた諸点の近代社会主義思想との対比という手法であ った。本来

検討すべきことは，両者の類似点の指摘ではなく ，階級社会においてはけして調和することのな

い「自由」と「平等」とがモア ・モデルではどのようなメカニズムで調和しているのか，あるい

は調和させられているのかの検討ではなか ったであろうか。この作業があればモアの社会主義を
　　　　　　　　　　２６）
「手段の多くは非近代的」というような大筋肯定 ・部分否定的評価にとどまらないで，いっ そう

立ち入 った評価に達し得たであろうと惜しまれるのである 。「自由」と「平等」とは生産力の発

展をべ一スにした生産関係のより高次の段階への発展の中でしか融合の方向へは向かわないので

ある 。思い起こせば，アダム ・スミスの「見えざる手」による調整メカニズムはこのようなもの

として想起されたと筆者は考える 。ｒ市民」による自由競争は自由 ・平等な契約関係として想起

され，当時の生産力の発展段階においてはある意味では理想的なシステムではある。その際，前

提として，競争の主人公「市民」はそれほと大きな競争力の格差を持たない初期資本家であり ，

少なくともｒ独占」ではないし，また，けして対等 ・平等な契約関係ではない資本家と労働者の

契約関係も大きな比重を占めない，という限定をつけた上での話であろう 。

　モアの『ユートピア』は上に述べたように，ある意味ではマルクスの共産主義像の原点のよう

にも思えるような内容を持 っている 。しかしその中に潜んでいる前近代性に目をつむると ，過大

な評価につながり ，えてしてその不可解な部分が現代によみがえっ てしまうような「魔力」を持

つ書物でもある 。むしろ今の時点でモアを読むとしたら ，彼の思想の原動力をなしているヒュー

マニストとしての「自由」と「平等」の調和 ・不調和の側面から読むべきではないかと筆者は考

えるのである 。

１）例えば，伊達功教授がその著『近代社会思想の源流』（ミネルヴ ァ書房，１９７０年）の中で紹介して

　おられる国内外のモア研究の諸文献だけでも膨大なものであるが，その極めつけは，田村秀夫編『ト

　マス　モア研究』（御茶の水書房，１９７８年）における文献目録で，その数は１３４ぺ 一ジ分にのほる 。

２）田村秀夫『ユートピアの成立　　トマス　モアの時代　　』（中央大学出版部，１９７８年）２１８～２２０

　ぺ一ジ参照 。

３）カール ・カウッキー 著， 渡辺義晴訳『トマス ・モアとユ ートピア』（法政大学出版局 ・りぶらりあ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７８）
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選書，１９６９年）２５０～２５１ぺ 一ジ参照 。

　同上，２５２～２６３ぺ 一ジ参照 。

　同上，２６４～２７６ぺ 一ジ参照 。

　同上，３１１～３１３ぺ 一ジ参照 。

　同上，３２０～３２１ぺ 一ジ参照 。

　同上，３３０ぺ 一ジ参照 。

　同上，３３１ぺ 一ジ参照 。

　同上，３３１～３３４ぺ 一ジ参照 。

　同上，３１９～３２０ぺ 一ジ参照 。

　同上，２８７ぺ 一ジ参照 。

　同上，３２２～３２３ぺ 一ジ参照 。

　同上，３２４～３２５ぺ 一ジ参照 。

　同上，３２６～３２７ぺ 一ジ参照 。

　レーニン著，宇局基輔訳『国家と革命』（岩波文庫，１９５７年）１３５ぺ 一シ参昭 。

　カール ・カウツキー 著， 渡辺義晴訳『トマス ・モアとユ ートピア』（法政大学出版局 ・

選書，１９６９年）３４６ぺ 一ジ参照 。

　同上，３５１ぺ 一ジ参照 。

　同上，３７１ぺ 一ジ参照 。

　同上，３５９ぺ 一ジ参照 。

　同上，３６０ぺ 一ジ参照 。

　同上，３６８～３７１ぺ 一ジ参照 。

　同上，３８１ぺ 一ジ参照 。

　同上，３４５～３４６ぺ 一ジ参照 。

　同上，３３５ぺ 一ジ参照 。

２２５

りぶらりあ

第３章 「自由」と「平等」についての最近の見解 ・＜友愛主義モテル＞について

　小論はでトマス ・モア『ユ ートピア』における「自由」と「平等」との関係を検討してきた 。

次に「自由」と「平等」との関係に言及した中西洋教授の最近の＜友愛主義モデル〉を検討して
　　１）
みよう 。

　中西洋教授は『＜自由 ・平等〉と＜友愛＞　　 “市民社会”， その超克の試みと挫折　　』（１９９４

年５月 ，ミネルヴ ァ書房）の中で，＜友愛〉主義社会を目指すべきであるとして「自由」「平等」

「友愛」という３概念の関係を検討しておられる 。教授がこの３概念の関係を検討される動機は

２０世紀資本主義と社会主義の混乱であり ，それを超克するものとしてサン ・シモン等のフランス

の社会主義が持 っていた ，“市民社会”の次に来るものとしての “新しい社会”の構想への着目

である 。ではその新しい社会とはどのようなものであろうか 。

　教授によると ，＜自由〉王義社会は，その内部で生きる人々が不平等な存在であるにもかかわ

らず，自由かつ平等を求めるので，過剰なエネルギーを社会の外部に向けざるをえず，本質的に

帝国主義であり ，＜平等〉主義社会は，自由と平等との相克が避けられず，その均衡条件は不安

定である 。これに対して＜友愛〉王義杜会は，人々の自然的不平等とその結果としての社会的不

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７９）
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平等とを絶えず平等な再出発の地点に復元し，再び各人の自由な活動を促す社会であるという 。

たしかにこのような社会は「自由」と「平等」との関係を純理論的 ・抽象的に考えるかぎりでは ，

理想的でありかつ現実的でもある 。以下，教授の説明を紹介しよう 。

　フランスが目標として掲げた「自由」「平等」「友愛」については，西ヨーロッパ諸国の中でも

必ずしも同じ理解ではない。イギリスは「自由と正義」，ドイッは「自由と忠誠」，イタリアは

「自由 ・友愛 ・平等」または「正義と愛徳」であ って，「自由」だけは各国ともに認める第一の価

値であるが，第二の価値は国によっ て異なっ ている 。ここで注目すべきはフランスの「平等」概

念であり ，「自由」が個人の概念であるのに対して「平等」は人と人との ・社会的概念である 。

しかし「自由」と「平等」だけでは人々の社会的結合を強固なものにできないことがフランス革

命の経験から判明し「友愛」を加えたものとして定式化された。これらの概念の相互関係を考え

る場合，出発点となるのは「人 ・オム」の概念であり ，その中には，¢種としての人，つまり等

質なものとしての人類の認知と ，　他者との結合の内発的契機が不確かな個体 ・独立人の意識 ，

とが含まれる。この３つの概念の内，要の位置を占めるのは「平等」であるが，それは上の

＜人〉の定義から必然的に出てくる「等質性」「独立性」であ った。しかしこの「平等」はフラン

ス革命の過程の中で “状態”から “権利”へと変質し，「権利における平等」というように誤認

された。その結果，「平等」は自由な行為のあとに “復元”されるべきものではなく ，自由な行

為の “自然な結果”でなければならないことになり ，「自然的不平等」という初期条件の下での

＜自由な活動〉の結果でてくる “社会的不平等”をいかにして「平等」に導くかという難題が残

された。フランス人は，イギリス人のように「自由」を最大限手元に残すのではなく ，「自由」

をも「平等」化する方向を選ぴ，まず各人の「自由」を確認した上でその「自由」を持ち寄り

「アソシアシオン」を作り ，「産業」の発展による豊かな国を作ることを望んだ。各人の心の内か

ら発する「友愛」を絆とする水平的な連帯が，１８３０年以降 “社会主義”と呼ばれる “新社会”の

構想となり ，「アソシアシオン」と「友愛」とが “近代の再革命”（１８４８年）のシンボルとなっ た。

　その「水平な社会」は，イギリスの「市場」べ一スの社会ではなく ，“「アソシアシオン」とい

う名の「結社 ・ソシエテ」を結合した社会”として構想されたが，この「アソシアシオン」が市

場・ 貨幣を最小化しようとすればするほど “平等 ＝独立”が圧殺され，「アソシアシオン」と

「市場」とをいかに融合ないし一体化するかが問われることになっ た。

　その際，ａ）「アソシアシオン」に対しては「生産」が，ｂ）「相互性による連帯」に対しては

「契約」が，Ｃ）「市場」に対しては「交換」がそれぞれ対応し，このいずれの概念も詰まるとこ

ろは「所有」の問題に行き着くことになる 。「所有」論こそが社会構築の基礎理論であり ，それ

は「正義」論でもある 。人の「自由」とはなによりも「所有」であるが，その「所有」はイ）先

有・ 占有，口）使用（消費 ・生産…），ハ）譲渡（交換…）から ，最後に二）契約，という形で完

成される 。そしてこの「所有」は，遺贈 ・相続や遺言などの，「交換」や「契約」を超える広が

りを持 っており ，これらは “自然的 ・絶対的”な権利ではない 。

　ここから新しい「所有」の定義を ，「自由 ・平等 ・友愛」原理に即して再規定すると ，“良い所

有” と“悪い所有”とに区分でき ，１）各人の労働能力，２）その労働能力が生み出す生産物 ，

３）不労の所有（相続財産など），４）他人の労働の成果にもとづく所有（搾取），５）およそ人の

労働で生産し得ないもの：自然の所有，という順序になり ，この最後のものは社会の共同管理に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８０）
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ゆだねるべきものとなる 。

　「自由」原理と「平等」原理とのバランスは，イ）能力の自由な発揮の前提条件としての「平

等」 ，口）そこから展開する「自由」な活動，ハ）その結果発生する不「平等」を再び「平等」

へ復元するメカニズムの確立，を必要とするが，そのためには “労働市場”と “アソシアシオン

としての企業体”が，相互理解 ・相互承認の場とその結果としての協働の場，つまり「友愛」原

理の発現の場となるか否かにかか っている 。そのためには「平等」から出発した自発的で「自

由」な “互助”と “競争”が，単に “正しい”法律に規制されるだけでなく人々の「自由」な活

動をより “楽しい”より “美しい”ものとするルールの創造をともないながら行われることによ

って可能となるであろう 。

　以上が中西教授の所説の概略である 。これにはさらにもう一つ，１９８０年に執筆され，『世界』

１９８１年２月号に発表された「＜友愛主義＞宣言」をつけ加えなければならない。そこではマルク

スの究極の共産王義世界というものが，限りなく未来の社会であり ，現実に存在し得る社会王義

は「真の社会主義」ではなく「過渡期の社会主義」にしかすぎないこと ，そしてこの「過渡期の

社会主義」を，そこに発生する「諸悪」に「過渡期」ということで眼をつむらないで，いかに

「人問的」に生きるかが問われている ，と指摘された上で，その「過渡期」の具体的ありようが

提起されている 。ソ連型社会王義で生じたまちがいとして，資本の廃棄や私的土地所有の廃棄は

正しか ったのに対して，「賃労働を廃棄せよ」が問違 っていたこと ，そして「労働力の所有」を

いっさいに優先させるような社会の実現を目指すべきこと ，が提起される 。賃労働の自由の保障

により ，労働力の売買を通じて相互に相手を認め合う ，「自由」「平等」の上に「友愛」が加わ っ

た「友愛主義」が成立する。それでは「資本」を廃棄し，「賃労働」を全体系の基底に据える

「友愛主義」社会の社会構造はどのようなものであろうか 。

　ａ）労働力は個人所有に，資本は集団所有に，土地は国家所有にする 。

　ｂ）個人は自由の体現物として，労働の機会を得る権利，失業の権利や転職のための自己再教

　　育の権利の保障

　Ｃ）個人は自己の家族の内に「共同的個人」としての実体的基盤を見いだし，よりいっ そう自

　　由な家族関係を形成する 。

　ｄ）個人が自発的に「共同体」に組織する第一次的形態は労働組合または職業組合となる 。

　ｅ）個人が国家を自己のものとして認知するか否かは青年になっ て以降の「自由」な権利とな

　　る 。国家に要請することは「正義［法１」と「衡平［福祉１」の実現であり ，「正義」の実現を

　　保障するための諸機構（特に司法，教育，情報）は一般行政機関からは独立させる 。

　ｆ）個人と労働組合とは「労働市場」を介して企業に参加 ・離脱する 。

　ｇ）国家は「計画［指示ないし誘導１」と「市場」とを介して企業活動を統制する。その際 ，

　　 「土地と自然」の利用については「計画」が，労働力については「市場」が絶対的であるが ，

　　その中間物については “効率の問題”を考慮してどちらの手段を取るかを判断する 。

　ｈ）国家と他の国家との関係は，経済的メカニズムとしての性格を後退させ，政治的 ・文化的

　　性格を強めた「市場」を媒介する 。

　あまりにも圧縮しすぎて正確さを欠くかもしれないが，以上が中西教授の「友愛主義」社会の

概観図である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８１）
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　これらの所説は大変抽象的に語られているので難解なところもあるが，大変興味深い整理であ

るように思われる 。「自由」「平等」「友愛」の３つの概念の中で要になる概念が「平等」である

という指摘や，また，「平等」から出発して「自由」な活動がもたらす不「平等」を再度「平等」

に戻すメカニズムの確立の必要性はまさにそのとおりである。しかし問題はこのようなメカニズ

ムを具体的にどのように展望するかであろう 。その際に考慮すべきことは，この「友愛主義」社

会の構想が占める人類史的位置についての理解を正確にしておくことである 。それがマルクスが

いう究極の共産主義社会に近いのか，それとも現行資本主義社会（あるいは旧社会王義諸国）に限

りなく近いのか，それともその中間ぐらいの到達目標として構想されているのかはきわめて重要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
な問題であるが，筆者はこれを「中問くらい」の目標と解釈して考察したい 。

　ｒ現行社会をどのように変革するのか」という問題を解く鍵は，以下のようなことであろうか

と思われる 。

　その第一の鍵はｒ所有」についての分析である。そこでは “良い所有”と “悪い所有”とに区

分され，悪い方から順番にあげると ，０およそ人の労働で生産し得ないもの＝自然の所有，　他

人の労働の成果にもとづく所有（搾取），　不労の所有（相続財産など），という順になる 。もし仮

にこの順序で「平等」化政策の対象にするとすれは，まず第一に人の労働で生産できないもの＝

自然が対象になり ，その際には土地所有が課題にのぼることになる 。たしかに現在の土地所有に

ついては投機の対象にされたりしていろいろ問題は多いが，それを国家的所有にした場合に見通

せる改善点はどのようなものであろうか。工業用地 ・農業用地や住宅地の利用は，企業や個人の

現行の利用形態とどの点で変化が生まれ，どのように「平等」化に貢献するのか，社会全体の

「平等」化政策の中でどのような意義を持つかについて，なお検討を必要とするであろう 。むし

ろ土地所有についても次の項目の「搾取の手段」として機能しているか否かの観点から判断すべ

きことではないかと思われる 。二番目にあげられたｒ他人の労働の成果にもとづく所有（搾取）」

こそが資本主義社会において不平等を拡大再生産する最大の要因であるというのが従来のマルク

ス学派の理解であ った。したがってこの点をとのように克服するのかの具体的施策の提起が求め

られているのである 。第三番目の，相続財産など不労の所有についてはたしかに不合理性を持つ

のだが，しかしそれが「搾取の手段」を含まない限りにおいては「平等」化政策の対象としては

後順位になるのではないだろうか 。

　中西教授は所有を “良い所有”と “悪い所有”とに区分されるが，そもそもその “良い ・悪

い” の基準自体が歴史的なものであり ，生産力の発展とそれを基礎にした社会の諸関係の変化に

つれて変化するものではないだろうか 。

　第二の鍵は ，「“労働市場”と “アソシアシオンとしての企業体”が，相互理解 ・相互承認の場

とその結果としての協働の場，つまり『友愛』原理の発現の場となるか否かにかかっている」と

いう叙述である 。つまり ，現在の資本主義的企業の下での雇用関係が「“相互理解 ・相互承認
”

による協働の場」に変化するか否かという問題である 。この点は，後段の「友愛主義社会宣言」

ではｂ），ｄ），ｆ）の項目でいっ そう具体的に提起されていて，その要は “個人の自由意思が最大

限尊重される労働力市場”の実現ということになるであろう 。ところでこの場合「労働力市場」

とは当然のことであるがそこへの供給と需要とから成り立 っている 。労働力の供給サイドのあり

様としては，それなりの合理性を持 ったものとして先ほどの項目を通じて具体的に提起されてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８２）
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るのに対して，需要サイドのあり様はなにも説明されていない。資本主義企業とは違 った ・共同

管理の企業がなにを判断の基準にして，どのように労働力を需要するのかについてのメカニズム

の説明がないかぎりにおいては，どのようにして「“相互理解 ・相互承認”による協働の場」に

転化するのかの理解ができないであろう 。筆者の考えでは，これを実現するためには，現在の企

業の意思決定の基本的メカニズムを転換することを除いて，部分的修正はともかくとして，本格

的変更は不可能と思われる 。この基本的メカニスムとは「利潤率」を指針にした意思決定であり ，

これこそが「自己増殖する価値」としての「資本」の本性でもあろう 。したがってここでも「資

本」というものをどのように止揚し，コントロールするかが問われているのであるが，この点に

ついては残念ながらそれほど明らかではない。上のａ）の項目で「資本は集団所有に」と提案さ

れているが，その際の「資本」とは資本主義杜会における「自己増殖する価値」としての「資

本」と同じものなのか，違うとしたら（例えば，「フォンド」ということばに置き換えられるとしたら）

「意思決定の基準を利潤率におく」という原則はどのように修正されたのかが問われることがら

なのである 。また上のｇ）の項目で，通常の企業に相当するものは “効率性”を基準に管理する

ことが述べられているが，これが資本主義企業の利潤率を基準にした管理とどのように異なるの

であろうか 。

　中西教授の主要な検討課題が「自由」「平等」「友愛」概念の相互関係の確定といっ た抽象的理

論操作の段階であるので，現行杜会の改善策については具体的な現状分析をふまえた上でないと

提示できないであろう 。その際に問題となるのは上に示された「友愛主義」社会の構想でる 。筆

者はそれを現在と理想杜会との中問あたりに据わる構想と推察したが，現在の資本王義からその

構想までをつなぐ「架け橋」がもうひとつ不明確なままに残されている 。筆者は，「利潤率に規

定された，自己増殖する価値としての資本」を廃棄するための具体的な方策を，その「架け橋」

の中にまさに骨格部分として組み込むことがぜひとも必要な作業と考えている 。また，雇用関係

の改革にとどまらずに，経済全体のマクロ 的な管理システムのあり様も提示を求められているで

あろう 。いずれにしてもこれらの将来構想は現在の資本主義の実態の，どこをどのように変革し

て， さらに次にどのような展望を切り開くかというような順序で考察しない限り ，現実性を持た

ないであろうし，そのかぎりではレーニンがいっ た「国家死滅の期日やそれの具体的形態の問題

は， まっ たく未解決のままにのこしておいてさしつかえない。なぜなら ，このような問題を解決
　　　　　　　　　　　　　　３）
するための材料がないからである 。」という理解の上にしか展望し得ないのではなかろうか 。

　中西教授は「自由」「平等」「友愛」概念の検討の出発点はサン ・シモンの社会主義思想である

とされるが，このことは大きな問題点を含むように筆者には思われる 。その問題点とは，これら

３概念の関係が人類の歴史の「発展」＝生産力の発展を軸にした，生産関係と政治的 ・イデオロ

ギー的上部構造の発展，の中で変化するものであり ，その歴史の発展過程の中でしか，これら３

概念の調和の方向は追求できないのではないかという点である 。教授の方法がこれら３概念の一

般的関係の探求といういわば「静的」方法であるとすれば，筆者が考える方法は，まさにいまの

資本主義社会の現状から出発し，それに絶えず部分的修正を加えながら ，その過程の中で「自

由」と「平等」とのより整合的な関係を追求するという「歴史的 ・動的」な方法である 。

１）　＜友愛王義社会〉の構想としては，小林彌ハ教授もｒ友愛王義杜会綱要（クリュントリ ソセ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８３）
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その１ ，その２」（『筑波大学経済学論集』第２６号，２７号，１９９１年１０月 ，１９９２年３月）という論文を発

表しておられる。小林教授は，資本主義も社会主義もイデオロギーとして行き詰まりを見せており ，

それに対して近代経済学もマルクス経済学も社会民王王義も解決策を提示できていないとしてｒ友愛

主義社会」構想を提示される。教授によれば，これらの諸学は存在論 ・人問本性論を根拠とした社会

システム論 ・社会体制論 ・制度論が欠けていたのであり ，自由と共同とではどちらが人間の心を引き

つけるかと問えば，それは自由である 。自由は人間存在の内奥の自由の原理と結びつくもので非常に

根強い。各個人の自由は人類の３５０万年の長い歴史の中で成長し，近世 ・近代の人類の大変な努力と

犠牲をあがなっ て生み出されたものであり ，集団の枠が先行し各個の自由 ・権利 ・人格がない集団主

義の中に埋没させてはならない。集団王義　組織の論理（官僚制と機械的平等）は自由に勝てないし ，

また市場システムには自己調整力がある。共同体社会主義，コミューン主義は人問解放と自己矛盾し ，

資本主義を超克する原理となり得ない 。

　資本主義改革の理念は「自由に基づく共同」である。経済システムの改革は市場経済システムを前

提にして，動物性中心の経済制度から神性を軸にする経済への転換を図る。まず第一に企業倫理を物

的利得追求から消費者や他企業，社会に対する「奉仕」に，つまり友愛原理による友愛企業に転換す

る。 非道徳を商品化することや勤労者の酷使，資源の濫費，戦争の産業化，投機などの悪徳の所行を

行わないよう ，企業を動かす経営者，従業員の価値観の転換を図る 。これにより友愛のＧＮＰが増え

事業の業績も好転する 。

　政治システムも動物性に基づく政治から神聖に支えられる政治へ転換をはかる。そのためにはミク

ロレベルからの精神革命 ・存在論の革命を進め，共和制を軸に徳義と友愛を原理にする営為に改革す

る。 また，国家問の関係においても各国が友愛に目覚め友愛国家になることにより ，世界は一つの友

愛世界になり軍隊も不要になり ，所得の格差もなくなり地球環境の保全も合理的に実施できる 。

　以上が小林教授が提唱される「友愛主義社会」の概略である。提唱されている改革の方向はけ っこ

うなこととして，はたして各個人の精神革命でそれが実現できるとは考えにくいが，その点について

はこの小論の中心的テーマからはずれるので論評を省略するとして，同教授の「自由」と「平等」と

の関係の理解について検討をしておこう 。

　まず第一に，ここでは「自由」と「平等」とが対立概念としてのみ捉えられていることが指摘でき

るであろう 。現に存在する格差をともな った社会においては，両概念の対立する側面が前面に出てく

るし，また現実的にもそのように機能する。しかしこの両概念は，相対立する側面と ，相互に促進す

る側面を合わせ持 っており ，マルクスが述べた究極の共産主義社会では両者は同一のものとして潭然

一体化する性格のものであろう 。そこに行き着くまでの途中の過程においては「社会の進歩」ととも

に両者は徐々に融合の方向に進むであろう 。

　資本主義社会では生産力の発展は資本の支配の下で進展するので，資本主義が生み出す諸矛盾は資

本に対する各種の規制の必要性を発生させ，その実現過程の中で民王王義の訓練が進行する。この民

主主義こそ現時点でのｒ自由」とｒ平等」の両立の思想なのである 。

　教授が言われるようにたしかに「自由」は人問本来の要求である。これに対して「平等」は，人問

がまっ たく一人で生活する場合にはそもそも問題ともなり得ないのであ って，集団生活をする場合に

初めて登場する概念である 。しかしそのことから両者の関係として「自由」こそが優先的に追求され

るべき政策目標であるということにはならない。むしろ ，「自由」が先行するがゆえに，「平等」を意

識的に追求しないと両者のバランスが崩れ，教授が批判される資本主義社会のような各種の弊害が生

み出されるのである。ひるがえっ て考えてみれば，教授が「平等社会」といわれるソ連がはたして

「平等」であ ったのであろうか。「平等」でないがゆえに，つまり各個人の自由度がアンバランスであ

ったがゆえに，各種の弊害が生まれついには崩壊につながったのではないであろうか 。

　「自由」を出発点として考えるのであれば，それは「全員に平等な自由」でないかぎり本当の自由

ではない。そして「自由」と「平等」とが切り離された現在の資本主義社会においては，政策的に追

求すべき課題はむしろ「平等」であろう 。そのもとで初めて「自由」はいっ そう発展するのである 。
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　　第二に指摘すべき点は，ここでもまた生産力発展との関係の中でいろんな事柄の関係を考えるとい

　う発想の希薄性である 。ますます発展する生産力をよりうまく管理しようと思えば，情報の公開と ，

　それをもとによりいっ そう多方面から検討された意思決定でなければならない。これに対して市場メ

　カニズムは「営業の秘密」という情報遮断を前提に成り立 っているシステムであり ，膨大な生産力の

　管理には自ずから限界性を持つ。そしてこのような生産活動のよりいっ そう合理的な管理のシステム

　を構築するためには「自由」や「平等」のあり方もおのずから変化せざるを得ないし，その過程の中

　で両者の関係もよりいっ そう融合する方向で変化するものと思われる 。

　　以上に述べたこれらの点の理解を欠くと ，「両者の内のどちらか一つの選択」という実り少ない議

　論にしかつながらないのではないだろうか。教授が提唱される「友愛」は「平等」概念を欠いたまま ，

　「自由」から直接的に導き出すことは不可能であろう 。むしろ「友愛」と「自由」を結びあわせるも

　のは「平等」概念である 。

２）筆者はこの構想を現在と究極の理想社会との中問ぐらいに据わる構想と理解したが，中西教授の位

　置づけはもっと長期にわたる ，いわゆる「過渡期」全部をカバーするような性格のものかも知れない 。

　しかしそのように考えると ，この構想を全期間を通じて一様のものとしてはたして提起できるものな

　のかという疑問に遭遇する 。

３）　レーニン著，宇局基輔訳『国家と革命』（岩波文庫，１９５７年）１３５ぺ 一シ参昭 。

お　わ　り　に

　トマス ・モアの『ユ ートピア』は執筆以来５００年の年月を経て依然として魅力に富む書物であ

るが，このことは人問社会の本質的問題がいっこうに解決されていないことの表現でもある 。人

問の「自由」と「平等」とは究極的には同一物に融合するはずのものでありながら ，現在の格差

構造杜会では，一面ではその本来の相互促進的側面を見せながらも ，主要な側面としてはあい対

立するものとしてたち現れている。この小論ではこのような複雑な両概念の関係をトマス ・モア

『ユ ートピア』および現在提起されている「友愛主義」社会構想を素材に検討を行 った 。

　これらの構想に共通にみられる弱点として，「進歩」の概念の位置づけがきわめて弱いのでは

ないのかという点であ った。「進歩」とは生産力の発展を軸とした生産関係等の社会の諸関係の

変化のことであるが，じつはこの「進歩」の中で「自由」と「平等」との関係も変化するのであ

る。 そのかぎりにおいては，モアの「理想の島」は当時の生産力水準からすればそれなりの両概

念の統一性を持 ったものであ ったろう 。逆に，現在「理想の島」を構想するとなれば，当然のこ

ととして現在の生産力水準に見合 った，しかも絶えず発展しながらなおかつ両概念の統一・ 融合

の方向に向かうシステムとして構想することが求められているといえよう 。

　その際には，現在我々が直面している現実の問題から出発しなければならないが，その中心的

課題は，「利潤率」に規定された「自己増殖する価値」としての「資本」の属性をどのように変

革するのかという問題が最大の鍵を握 っている 。いっ たい社会のコントロールを「利潤率」とい

う概念に任せて良いのかどうか。この問題にメスをいれない限り「自由」と「平等」との両立 ・

調和の方向へは踏み出せないのではないだろうか。「利潤率」概念は社会の効率性追求 ・生産力

増大という視点からはむしろ積極的評価を受けてきたし，とりわけ最近の東欧諸国の再編劇に直

面してそのような評価が強まりつつあるが，しかしその弊害はマルクス以来繰り返しいわれてき
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たように労働問題，市場問題，環境問題等で明らかになっ ている 。したがって問題の核心は，生

産力の発展を含む社会の「発展」を保障しながら「自由」と「平等」とがうまく両立するような ，

「利潤率」概念にかわるなんらかの「規制原理」の探求ということになるのであろう 。現実的に

は「利潤率」概念の一気の廃棄ではなく ，それと並存的に，あい規制し合うような「概念」の導

入を考えるべきかも知れない。例えば，「公共性」という概念がそれに相当するのであろうか 。

社会のあらゆる部面 ・まず第一に資本主義的企業に「公共性」という網をかぶせ，それにより企

業情報の公開や行動様式の規制を考える等の方が現実的であるかも知れない。例えば，次の３次

元のマトリッ クス図で示されるようなシステムの追求がより現実的かも知れない 。

　　効率性
（利潤率による規制）

［セルＡ］

八）計画性

　　　　　公共性
（情報公開，共同管理，非営利性）

［セルＢ］

Ｂ一）計画性

私的所有

Ａ）市場

　メカニズム

Ｂ）市場

メカニズム

［セルＣ］

０）計画性

［セルＤ］

Ｄ’

）計画性

公的所有

Ｃ）市場

メカニズム

Ｄ）市場

メカニズム

　このマトリッ クス図は空想のものではなく ，わが国にも見られる現実のシステムであり ，多か

れ少なかれこれらの要素を組み合わせない限り ，社会全体のシステムとしては円滑に機能しない

のである 。例えば，［セルＡ１はごく一般に見られる資本主義的企業である 。［セルＢ１は，純粋

ではなく限りなく［セルＡ１に近いのであるが，電力，ガス等の資本主義的企業をこれに近いも

のとして指摘できるし，また，筆者が在職する私立学校等もこのセルに属するものとして指摘で

きよう 。［セルＣ１の純粋な実例をあげるのも難しいが，日本銀行，日本開発銀行，日本輸出入銀

行や戦前の八幡製鉄所等をあげることができるかも知れない。しかしこれらは政府の管轄下にあ

り，一定の「公共性」と「計画性」の網をかぶせられており ，［セルＤ１や［セルＢ１に近いともい

える 。［セルＤ１に属するものとしては，これも効率性を要求されており ，純粋ではないが，旧

国鉄，電電公社，あるいは郵便事業，政府管轄の年金事業などをあげることができる 。

　トマス ・モア『ユートピア』で登場する生産システムはことごとく［セルＤ１に属し，しかも

「計画性」原理で稼働することになっ ているが，そのシステムには生産力増大の課題はほとんど

課されていなかった点は第１章で指摘したとおりである 。これに対してわれわれが直面している

生産システムの主要部分はその対極に位置する［セルＡ１に属し，かつ「市場メカニスム」原理

で稼働しており ，この資本主義的企業は生産力増大の競争を世界市場の規模において強制されて

いて，この「競争」を怠れば資本としての死滅＝倒産へと追い込まれる 。モア ・モデルではこの
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競争はｒ他国よりはるかに進んだ生産力」ということで鉦視されていたが，現在の資本王義社会

ではこれを無視することは許されない。しかも最近の競争は，先進国問の，いわば「似たもの同

士」の競争だけではなく ，相互に違 った競争優位の条件（例えは，先進国では技術，「発展途上国」

では低廉な労働力）を持 った者の問での競争へと変化しつつあり ，その様相はいっ そう熾烈化しつ

つある 。

　このような状況の下ではわれわれは利潤率を基準にした意思決定のメカニズムから逃れられな

いのであろうか。残念ながらその困難さを認めなければならない。しかし，マルクスがいう「資

本の文明化作用」は，一定の時間を要求しつつも着実に世界の同質化を推し進める 。この点はも

っと着目して良い。レーニンは『帝国王義論』において帝国王義をｒ特殊な段階」と規定したが ，

その「特殊」とは「死滅しつつある資本主義」という意味で「特殊」であ った。いま振り返 って

みれば，帝国主義の時代の特殊性は，植民地支配による植民地の発展の奇形化であり ，マルクス

がいっ たように「資本の文明化作用」が十全に機能しなかったことの内に「特殊性」を認めるべ

きではないだろうか。戦後の植民地の解放はやや時問を要したものの，「資本の文明化作用」の

機能を取り戻した。このような「資本の文明化作用」による「世界の同質化」がもたらすものは ，
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環境問題については別格のものとしてここでは言及しないことにすれば，すでに先進資本主義諸

国で経験済みの現象：「資本の過剰」であろう 。例えば，わが国の代表的企業である松下電器産

業株）は１兆円を超える遊休資金を持 っており ，それはいわゆる財テク市場で運用されざるを得な

い状況を迎えている 。この資金を「工場の拡張に使う」というのは資本主義の麗しき理想像では

あるが，そんなことをすればたちどころに過剰生産＝設備の過剰をきたし，収拾のつかないこと

になる 。他の多くの巨大企業も同様の状況を迎えている 。この過剰資本は，資本が資本として機

能しないこと ，極端にいえば「資本としての死滅」の相を呈しているといえよう 。いま先進資本

主義諸国で目立つこの現象も ，「資本の文明化作用」の結果，やがては世界的規模の現象となる

であろう 。

　このような状況を目前にして，上の３次元のマトリッ クス図はどのような方向に変化すべきで

あろうか。あるいは，どのセルの比重を高めなければならないのであろうか。自然発生的には

［セルＡ１で資本の蓄積が進み，その部分の比重が増大することになる 。しかし，膨張した［セル

Ａ１は資本として十全に機能しない部分の比重を増やす。少なくともその部分の向かう方向は ，

あるいは，その部分を導くべき方向は「公共性」のセルの方向ではないだろうか。極端にいえば ，

企業の財テク担当者はその任務の困難さに困惑しているであろう 。現在の世界的競争の状況の下

では，企業が新規事業に拡張資金を必要とする限りにおいては，企業の要求に基づき返却すると

いう留保条件が付くであろうけれども ，過剰資金を公的機関が預か ってくれれば，ある意味では

大助かり ，と内心思 っているかもしれない 。

　マルクスが理想とした究極の共産主義社会の到達目標はセルＤのＤ’であ った。そこでは私的

所有はもとより ，営利性（利潤率）も市場メカニズムも廃止される ，というよりはむしろ眠り込

んで ・死滅してしまっ ているのである 。「『自由』と『平等』とが麗しき調和を見せる世界」の追

求ということになれば，我々もやはり究極的には同じ目標を持たざるを得ないであろうけれども ，

そこに至る過程は実にさまざまである 。その国の，その時々のこれら各種セルの組み合わせは ，

その国のその時点での生産力 ・生産関係等の「発展」段階，とりわけ「公共性」についての国民
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の訓練 ・習熟の度合と世界市場での他国との競争関係を考慮して選択しなければならないことが

らであり ，モァ ・モデルのように閉鎖的な一国モデルとして一義的に決定できないことがらであ

る。

　いずれにしても ，利潤率を意思決定の基準にした資本の論理を多少なりとも修正できる可能性

の追求ということになれば，上のマトリッ クス図のｒ公共性」の論理の追求ではないだろうか 。

「公共性」の追求といっ ても ，内容的には情報の公開に始まっ て， 共同管理から非営利性原理で

の運営へと各種の段階がある 。そして国民の多くがこのような訓練を経ない限り ，ｒ自由と平等」

の社会の出現は困難であろう 。［セルＡ１［セルＢ１の［セルＣ　ＨセルＤ１への漸次的移行，ある

いは［セルＣ１［セルＤ１を徐々に［セルＡ１［セルＢ１にかぶせること ，このようなことを通じて

しか利潤率を意思決定の基準にした資本の論理の修正は不可能ではないだろうか。さらにその際

に「市場メカニズム」に「計画性」というもう一つの網をかぶせる，というように大変複雑なも

のになるであろう 。そしてこのような過程の中でしか，労働者と資本との関係の改善も見通せな

いのではないだろうか。中西教授がいわれる所有論からのアプローチでは，利潤率に規定された

資本主義的な労働力需給のメカニズムに手を加えられないのではないだろうか 。

　マルクスが示した「自由」と「平等」とが融合する究極の共産主義社会は，モアが描いたよう

に有り余る生産力を前提にしない限り存在し得ない。その限りでは，生産力の上昇 ・つまり効率

性の向上は不可欠の要因である。モアのように生産力の増大を鉦視した硬直的システムはそもそ

もあり得ないのであるから ，［セルＡ１的存在は無視できない。この生産力の発展の中で，「公共

性」や「計画性」の原理の導入を通じて，徐々に杜会システムの変更を追求する。いずれにして

も「自由」と「平等」とは「進歩」の概念の媒介なしには，共存し，相互促進するような方向に

は前進できないのである 。このことは原理的には「生産力の発展に生産関係が対応する」という

史的唯物論の命題の再確認でもある 。両概念の共存 ・相互促進の一般的理想像の具体的提示は不

可能であり ，現時点で現行システムをどの方向に変更を加えるのかという点の検討を超えては ，

実り少ない議論にしかなり得ないであろう 。「自由」と「平等」との両立を静止画像の中にむり

やり押し込めたのがモア ・モデルであるとするならば，我々は「進歩」の中でも崩れない「自

由」とｒ平等」との関係を追求しなければならないし，さらにはｒ進歩」の中でこそｒ自由」と

「平等」とが共存 ・相互促進の方向に向かい得るという長期的展望にも確信を持つべきであろ

う。 そしてその際に，「『自由』と『平等』とが融合する究極の共産主義社会」という人類の夢

は， それがどれほど遠いものであ っても ，また，そこに至るルートが多様であ っても ，やはり必

要なものであり ，その限りにおいてトマス ・モア『ユートピア』は永遠に不滅の名著といえるで

あろう 。

１）地球環境問題の深刻化からマルクス王義が持つ生産力の発展に対する楽観論に対して批判がされて

　いるが（例えば，第３章の注１で紹介した小林彌六教授もそのお一人である），筆者はこの問題を解

　決できるのもやはり生産力の発展であると考える 。その内容は，自然科学技術の発展によるエネルギ

　ー源の転換に求めなければならないであろう 。それができなければ，現在の生産活動を汚染物質の排

　出量が自然の浄化能力の限界内に収まるように引き下げねはならないが，その条件は世界的規模での

　徹底した平等化であろう 。現在の格差をそのままにして，各国一律の生産制限が受け入れられること

　はあり得ない。しかしこのような徹底的な平等化政策がはたして世界の富者（豊かな国家，個人）に
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受け入れられるであろうか。ましてや「自己増殖する価値」としての資本がこのような平等化政策を

すなおに受け入れるとは考えられないことである 。この点からも「公共性」原理の導入の必要性が認

識されるであろう 。しかし，現在の世界的な政治情勢の下では，このような規制の現実性が見通せな

いとしたら ，それに代わるものとしては科学技術の力に大きく依存しなければならないことになる 。

（４８９）




